
平
成
十
九
年
一
月
二
十
六
日
提
出

質

問

第

八

号

国
会
議
員
の
資
料
請
求
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男

8



国
会
議
員
の
資
料
請
求
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
一
月
二
十
四
日
付
で
外
務
省
が
国
会
議
員
に
対
し
て
、
「
当
省
と
し
て
は
、
資
料
の
提
供
の
要
求
に
対
し
て

は
、
関
連
文
書
の
秘
密
指
定
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
提
供
の
是
非
を
十
分
精
査
し
、
提
供
す
る
内
容
を
決
定
し
て
い
ま

す
。
」
と
の
記
述
を
含
む
文
書
（
以
下
、
「
文
書
」
と
い
う
。
）
を
送
付
し
た
と
承
知
す
る
が
、
事
実
関
係
に
つ
い
て
確
認

を
求
め
る
。

二

「
文
書
」
を
作
成
し
た
課
名
と
課
長
名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
文
書
」
が
作
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

外
務
省
は
秘
密
指
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
文
書
で
あ
っ
て
も
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
国
会
議
員
へ
の
情
報
提
供
を
拒
否
す

る
こ
と
を
「
文
書
」
で
正
当
化
し
て
い
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
か
。

五

外
務
省
は
、
国
会
議
員
へ
の
資
料
の
提
供
を
拒
否
し
た
事
案
に
つ
い
て
の
記
録
を
作
成
し
て
い
る
か
。

六

国
民
の
知
る
権
利
の
確
保
と
い
う
観
点
で
「
文
書
」
の
内
容
は
適
切
と
外
務
省
は
認
識
し
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。


